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1は じ め に

昭和37年 の改正後,商 法は今 日までたびたび改正 された。昭和41年,49年,

56年 と改正 され,さ らに平成2年,5年,6年,9年,11年,12年,13年,14

年 と改正 されている1)。とりわけ近年の改正は頻繁である。これらの改正のう

ち,資 産の評価規定と関連するのは,昭 和49年,平 成11年 および同14年 の3回

である。

昭和49年 の改正では,包 括規定が新設 され,資 産評価規定に関 して軽微 な見

1)神 田秀樹著 『会社法(第 三版)』弘文堂,平 成14年,19-21ペ ージ。
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直 しが行なわれた。包括規定は商法規定と会計基準の連絡調整役 を果たすもの

であり,資 産評価規定の解釈にあたり重要な役割をもつ ものである。平成11年

の改正は金融資産に新 しく時価評価を導入 した会計基準 と関連 をもつ。会計基

準を変更するためには従来の取得原価主義にもとつ く商法規定の改正が不可避

とされた。また,平 成14年 の改正では,株 式会社の資産評価規定が全面的に削

除され,省 令に委任 されることとなった。これもきわめて大 きな転換を示すも

のといえよう。

本稿の目的は,こ うした3度 にわたる商法改正の内容 とその背景について考

察し,変 遷の意義を明らかにしようとするものである。

2昭 和49年 改正商法における資産評価規定

(1)改 正の経緯

法制…審議会商法部会が昭和49年 の商法改正に着手 したのは昭和41年11月2日

のことといわれている2)。改正が実現するまでには9年 あまりの歳月を要して

いる。改正法としてまとまるに至った要綱案は,法 制審議会商法部会では,昭

和44年7月,45年3月,そ して同年10月 と3回 にわけて決定 されている3)。

昭和49年 の改正は監査制度の改善に焦点があてられた。 というの も,昭 和40

年に大企業が倒産 し,粉 飾の事実が明 らかにされたためである。まず監査役の

権限を強化するため,会 計監査のみでな く業務監査 も行なえるようにした。さ

らに,大 会社を対象 として,公 認会計士 または監査法人による監査が商法には

じめて導入 されることになった。

監査を充実させ,株 主総会前 に監査結果を明らかにするため,決 算 日から株

主総会開催 日までの期 間が3カ 月に延長 された。その結果,大 部分の企業は半

年決算から1年 決算 に移行することになった。年2回 の配当を可能にするため,

2)鈴 木 竹雄 ・竹 内 昭夫著 『商 法 とと もに歩 む』商事 法務 研 究会,昭 和52年,479ペ ー

ジ。

3)同 書,488ペ ー ジ。
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申問配当制度が新設された。また,開 業時と決算時の財産目録作成は廃止され

ることになった。

証券取引法が適用される大企業の場合,証 取法上の会計監査 と商法上の会計

監査が二重に行 なわれることになる。そのため,証 取法上の監査に適用される

会計基準(企 業会計原則)と 商法上の監査に適用される商法計算規定との一致

が不可欠 とされた。資産評価規定についていえば,両 者 はまだ完全 には一致 し

ていない状況にあった。

企業会計審議会は昭和44年12月 に企業会計原則修正案 を公表 し,商 法への大

幅な歩み寄 りを示 した。そのうえで,商 法に対 してつ ぎの3つ の要望が示され

た。

一 商法 と証券取引法 とにおける会計基準が一致 し
,同 一の会計基準に従っ

て監査が行 なわれることを明確 にするための規定を商法に置 くこと。

二 商法の計算規定において,従 属会社株式については,低 価法の適用を認

めない こととすること。

三 企業会計原則修正案の趣旨にそい,法 務省令 「株式会社の貸借対照表及

び損益計算書に関する規則」及 び大蔵省令 「財務諸表等の用語,株 式及び

作成方法に関する規則」を修正 し,両 者の一致を図ること。

第1の 要望が包括規定の問題であ り,第2の 要望が資産評価規定の見直 しに

なる。

(2)包 括規定の新設

昭和49年 改正商法の第32条 第2項 ではつ ぎのように規定された。

商業帳簿ノ作成二関スル規定ノ解釈二付テハ公正ナル会計慣行ヲ斜酌スベシ

これは通常,包 括規定と呼ばれている。新井清光氏によれば,包 括規定の問

題は昭和26年 の商法調整意見書による企業会計原則の側か らの提言に始まり,

歴史的につ ぎの3つ の段階に分けられるといわれている4)。

4)新 井 清光 著 『日本 の企 業 会計 制 度一 形 成 と展 開』 中央経 済社,平 成11年,181
-182ペ ー ジ

。
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第1段 階は,こ の提言を受けて昭和30年 代に行われた,商 法側における包

括規定問題の検討である。

第2段 階は,昭 和49年 商法改正 において行われた,包 括規定設定問題の再

検討と商法総則 における斜酌規定の設定である。

第3段 階は,昭 和56年 商法改正 において行われた,株 式会社計算規定に対

する基本原則の再検討である。

包括規定の問題 は,昭 和49年 に新設される前後のかなり長期 間にわたって,

商法側 と企業会計原則側 とで激 しく議論されたことになる。ここでは第2段 階

にもっぱ ら焦点をあてることとしたい。

資産の評価に関する商法規定と会計基準は,ご く一部を除いてほぼ一致 して

いた。 しか し,商 法 には基本的な規定 しか存在 しないため,実 際に評価を行な

うさいにはしばしば不明確な点が発生す る。たとえば,減 価償却費の計上につ

いて,商 法では 「相当ノ償却」 という文言しか規定されていない。取得原価,

耐用年数,残 存価額,償 却方法等が明確にされないかぎり,減 価償却費を計上

することは困難になる。そこで,会 計基準 による補充が必要になる。商法規定

と会計基準の実質的な一元化を達成するためには,包 括規定が重要な役割を果

たすことになる。

上記条文中の 「商業帳簿」 とあるのは,同 条第1項 により,会 計帳簿 と貸借

対照表を意味する。要綱案および改正案では損益計算書が含まれていた。 しか

し,す べての商人に適用 される総則で損益計算書の作成 を強制することは酷で

あるとして削除された。商業帳簿の作成に関する規定を解釈するさいに,公 正

なる会計慣行が斜酌されることになる。

公正 なる会計慣行は企業会計原則によって代表される。 しか し,企 業会計原

則だけが公正なる会計慣行になるわけではない。商法規定 と企業会計原則の内

容が相違する場合には,商 法規定が当然に優先することになる。昭和44年 に企

業会計原則修正案が示されたのは,商 法との調整 をはか り,両 者の相違点をで

きるかぎり排除することにあった。

掛酌規定にするか準拠規定にするかについては,き びしい議論があったとい
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われている5)。斜酌 というのは,「 公正 な会計慣行 をとりいれて解釈する」 こ

とを意味 し,「ある事柄 を決定するについて,事 情や条件などをとりいれて決

定する趣 旨6)」であるといわれている。斜酌規定よりも準拠規定とした方が拘

束力は強 くなる。多 くの会計学者は準拠規定を要望したようであるが,立 法担

当者はつ ぎのような考えか ら斜酌規定を選択 した。

「掛酌 しなければな らないとして,公 正な会計慣行に依る,ま たは基づ くと

されなかったのは,商 業帳簿の作成について,い まだ慣行 とならない会計の理

論や方法 もとりいれて解釈する余地を残すためのものであって,そ の意味では,

会計理論の進歩や発展 を予定 し,慣 行のみによることとする場合の解釈の固定

化 を避けようとする趣旨である7)。」

斜酌規定による解釈は商法規定が許容する範囲内に限 られる。新しい会計基

準が商法規定に明らかに違反す る場合には,商 法の改正が必要になる。その典

型例は平成11年 における金融資産の時価評価問題にみ られる。

(3)子 会社株式の評価

資産の評価規定に関する改正点としては,総 則の部分 と株式会社の部分があ

げられる。企業会計原則 との調整 とい う点では,後 者が重要である。

総則部分の改正は昭和13年 以来ということになる。昭和13年 の改正商法では

時価以下主義を原則 とし,営 業用の固定財産について取得原価による評価を認

めていた。

昭和49年 の改正商法第34条 では,流 動資産,固 定資産および金銭債権の3つ

に区分 して規定されている。流動資産については,取 得原価または時価を附す

ることとし,時 価が著 しく下落 し,回 復すると認められないときには時価によ

らなければならないとした。固定資産については,取 得原価主義を採用 し,相

5)同 書,192-193ペ ー ジ。

6)田 邊 明 「商 法 の一 部 を改正 す る法 律 案 要綱 の解 説」 『産業 経理 』 第30巻5号,昭

和45年5月,44ペ ー ジ。

7)同 縞,44ペ ー ジ。
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当の償却と予測できない減損による減額 を要求 した。また,金 銭債権について

は,債 権金額か ら取立不能見込額を控除した額を超 えてはならないとした。
ま

要するに,資 産の種類別に評価方法を規定するとともに,評 価方法の選択余

地を株式会社 よりも広 く認めていることになる。

他方,株 式会社部分の改正では,子 会社株式の評価方法 として低価法が排除

されている(第285条 ノ6第2項)。 昭和49年 改正前の商法では,取 引所の相場

ある株式すべてについて低価法の適用が認められていた。 したがって,子 会社

株式であって も低価法の適用が可能であった。改正法では,取 引所 の相場ある

株式に して子会社の株式以外 のものに低価法の適用が認め られることとされ

た。会計研究者のあいだでは,子 会社株式は売却を予定せずに長期 間保有する

ものであ り,低 価法の適用は不適当 と考えられていた。このことは昭和44年 の

企業会計原則修正案の前文でも要望されていた点である。

改正の結果,子 会社株式の評価はつ ぎのようになった8)。

上… 証券/l灘難 綿
__場_

評価する(第285条 ノ2第1項 但書)

一 …朧ll難 黙
と__.

と を要 す(第285条 ノ6第3項)

ただし,「取引所の相場」があるかないかによる区分は,平 成11年 の改正に

より,「市場価格」があるかないかによる区分に変更されている。

8)新 井 益太郎 「子会社 株 式 の評価 」『企業 会計』 第26巻5号,昭 和49年4月,51ペ ー

ジ。
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3平 成11年 改正商法における資産評価規定

(1)金 融商品の時価評価

企業会計審議会が 「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」を公表

したのは平成11年1月22日 のことである。同意見書によれば,金 融資産および

金融負債の範囲は,「現金預金,金 銭債権債務,有 価証券,デ リバティブ取引

により生 じる正味の債権債務等」(皿 ・一 ・1)と されている。同意見書の画

期的な点は,金 融資産の一部に時価評価 を導入 したことにある。それは単なる

時価の注記ではなく,貸 借対照表上における開示に特徴がある。

一般事業会社への導入 に先だち,平 成8年 に銀行法および証券取引法が改正

され,金 融機関の金融商品について時価評価が実施された。すなわち,「 金融

機関は,ト レーディング取引(特 定取引)を その他の取引から区別 して経理す

るために 「特定取引勘定」を設けて,こ の勘定に属する金融商品を時価評価 し,

純評価益 を配当可能利益か ら控除することが求め られ9)」たのである。純評価

益を配当可能利益に含めなかったのは,未 実現利益の配当を認めていない商法

との関係 を配慮 したもの といわれている。

金融機関の金融商品取引は大量かつ複雑である。その透明度を高めるために

は,貸借対照表の本体において時価の影響を明らかにすることが必要とされた。

こうした金融機関における金融商品の時価評価は,そ の後,一 般企業に拡大さ

れることとなった。平成11年 の金融商品会計基準は,一 般事業会社への適用を

目的 として設定 されたものである。

大塚宗春氏によれば,金 融商品の評価基準等はつぎのように要約される10)。

9)田 中建 二著 『時 価会 計入 門』 中央 経済 社,平 成11年,5ペ ー ジ。

10)大 塚 宗 春 「金融 商 品の評 価基 準」 『企 業会 計』第51巻5号,平 成11年5月,48ペ ー

ジ。



50 商 学 討 究 第54巻 第1号

金融商品の属性 評価基準 評価差額の取扱い

有

価
証
券

売 買 目 的 時 価 損 益 に 計 上

満 期 保 有 債 券 償却原価 一

関 係 会社 株 式 原 価 一

その他有価証 券 時 価 資本の部に直接計上

金 銭 債 権 償却原価 一

特 定 金 銭 信 託 等 時 価 損 益 に 計 上

デ リ バ テ ィ ブ 時 価 損 益 に 計 上

(注1)償 却原価とは,債 券(債 権)を 債券(債 権)金 額より高く又は低 く

取得 した場合,当 該差額を毎期利息として計上し,取 得原価に加減

した価額をいう。

(注2)「 その他有価証券」の時価評価においては,期 末時点の時価の他,

期末前1カ 月の平均時価によることもできる。

(注3)市 場価格が著しく下落したときには,回 復する見込みがあると認め

られる場合を除き,帳 簿価額を時価に付け替え損失を計上する強制

評価減の考え方は,常 時,す べての有価証券に適用する。

(注4)市 場価格がなく時価評価できない場合は原価で評価する。

なお,金 融商品の評価論としては,上 記のような保有目的別評価か ら全面時

価評価11)ま たは包括的時価評価12)に移行する議論が進められている。もしそ

うなるとすれば,さ らなる展開が生まれることになる。

(2)時 価評価の容認

金融資産の時価評価に関する会計基準を設定するためには,商 法が障害にな

った。商法は取得原価主義を基本 としており,時 価評価 を認めていないか らで

ある。商法を改正せずに新会計基準 を設定することは不可能であった。新会計

基準と商法との調整作業は事前に進められた。法務省と大蔵省(当 時)の 共同

11)大 塚 宗春 ・川村 義則 「金融 商 品の 評価 」(斎 藤 静 樹編 著 『会 計基 準 の基 礎概 念 』

中央経 済社,平 成14年,280ペ ー ジ)。

12)田 中建 二 「金 融 リス クの会 計 の論 点」(同 編 著 『金融 リス クの 会計』 東 京経 済 情

報 出版,平 成15年,9ペ ー ジ)。
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開催 による研究会は 「商法 と企業会計の調整に関する研究会報告書」 を平成10

年6月16日 に公表 した。同報告書では,金 融商品に対する時価評価の導入に関

して,つ ぎのような見解が示されている。

「証券取引法上の開示 において時価評価が強制された公開会社については,

商法に時価評価 を行 う会社の範囲について明文規定を置かない場合にも,公 正

な会計慣行が斜酌されることにより商法上 も時価評価 を行 うことになると解す

ることが適当である。」(H・2)

公開会社には時価評価が強制 されるのに対 し,非 公開会社には強制されない

こととされている。その区別は第32条 第2項 の斜酌規定に求められている。同

じく斜酌規定によって対応するものとして,デ リバティブの会計処理があげら

れている。

「商法上デリバティブの会計処理 については,特 別の規定を設けず,第32条

にいう公正な会計慣行,具 体的には企業会計における会計基準を斜酌 して対応

するもの として差 し支えないのではないかと考えられる。」(H・3)

こうした考えを反映 したうえで,改 正商法は株式会社の金銭債権等について

時価評価を容認することとなった。すなわち,市 場価格ある金銭債権,社 債お

よび株式について,時 価を付することができるとされた(第285条 ノ4第3項,

第285条 ノ5第2項,第285条 ノ6第2項)。

市場価格の意味については,「 証券取引所において形成 されている取引価格

である取引所の相場のほか,店 頭登録市場の相場,さ らには,た とえば,証 券

会社において取 り扱われている未上場 または未登録の銘柄の株式等のように,

随時,売 買,換 金等をすることができる取引システム等 において形成されてい

る取引価格,気 配,指 標その他の相場を含む13)」と解 されている。したがって,

それは取引所の相場よ りも広い ことになる。

また,時 価評価 によ り,時 価の総額がその取得価額の総額を超えるときは,

配当制限の対象 になるとされた(第290条 第1項 第6号)。 これは評価益を配当

13)原 田晃 治 「株式 交換 等 に係 る平成11年 改 正商法 の解 説(下)」 『商 事法 務』 第1538

号,平 成11年9月25日,5ペ ー ジ。
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財源に利用できないという意味である。

4平 成14年 改正商法における資産評価規定の省令化

(1)商 法改正 と商法施行規則

従来,資 産の評価規定は商法で行なわれ,表 示上の規制が計算書類規則に委

ねられていた。計算書類規則が制定されたのは昭和38年 である。昭和37年 の商

法改正で計算規定が整備 されたことか ら,貸 借対照表と損益計算書の記載方法

が定め られることとなった。商法が実質的な規定を設け,計 算書類規則は様式

上の規定を設けることとされた。その後,附 属明細書,営 業報告書および決算

公告の要旨に関する規定が追加された。

平成14年 の改正時に,商 法関係の複数の省令が統合 され,「 商法施行規則」

として制定された。計算書類規則は商法施行規則に吸収 されることとなった。

平成14年 改正商法第285条 では,つ ぎのように規定された。

会社ノ会計帳簿二記載又ハ記録スベキ財産二付テハ第34条ノ規定二拘ラズ法務

省令ノ定ムル所二依リ其ノ価額ヲ付スルコトヲ要ス

株式会社における財産評価規定は法務省令に委任されることとなり,従 来の

評価規定はすべて削除された。委任にもとつ く商法施行規則の改正内容は平成

15年2月28日 に公布 された。こうした省令委任 について,岸 田雅雄氏はつ ぎの

ように述べている。

「この計算関係規定の法務省令への委任は,商 法会計 と証券取引法会計 との

調整等の観点からなされるものであ り,公 開会社以外の会社について証券取引

法会計 を強制する趣 旨ではな く,公 開会社以外の会社については,こ れまで ど

お りの会計基準の選択が認められることになる14)。」

省令委任は大胆な試みである。この決断はどのような意味をもつのであろう

か。

14)岸 田雅 雄 「計算 規定 関係 の改 正項 目」『税 経 通信』第57巻10号,平 成14年7月,105

ペ ー ジ。
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(2)省 令委任の意義

会計実務 に対する商法の対応 はとかく遅れがちになる。近年における頻繁 な

改正は,そ うした遅れをできるだけ少なくしようとする試みのように思われる。

法律の改正と比較 して,法 務省令の改正の方がたしかに迅速に対応で きる。会

計基準の激しい変化 に追いつ くためには迅速性が求められるのであろう。 しか

し,実 質的な評価規定を商法で定めなくても,問 題はないのであろうか。つ ぎ

のような指摘がなされている。

「商法の計算規制 を商法から外 して法務省令へ委任することは,確 かに会計

基準への柔軟性を高め,そ の変更を容易 にするものである。 しかし商法に規定

する罰則規定と関連 して考えると計算規制をすべて省令で行 うことは,そ の刑

罰規定 との関係で罪刑法定主義に違反 しないか,が 問題となる15)。」

また,省 令委任が公開会社における会計基準 と商法規定 との一致を目指すの

であれば,よ り基本的な発想が求め られなければならない。その点で,上 村達

男氏による 「公開株式会社法」構想はきわめて有益な論点を提示 している。こ

こでは資産評価規定 に限定 した論点を取 り上げることとしたい。

まず,公 開株式会社法の意味について,つ ぎのように説明されている。

「公開株式会社法ない し公開株式会社法理 として示される理論体系は,株 式

会社制度が証券市場 を通 じた資金調達 を可能 とする仕組み として構成されてい

ること,株 式会社制度の運営機構等のガバナンス ・システムも,そ うした最大

級の証券市場にも耐 えうる仕組み となっていること,そ して株式会社が現実に

証券市場において公開された場合には,公 開されたことに基づ く性格が株式会

社法理自体 に現実に反映 し,そ れ以前の株式会社 とは本質を異にする存在 とな

ること,等 を特徴 とする体系であ り,い わば証券市場の存在を理論の中核に据

えた株式会社法理を意味する16)。」

公開株式会社 とその他の株式会社 との峻別が強調 されている。この点は,と

15)同 縞,109ペ ー ジ。

16)上 村 達男 著 『会社 法改 革 公 開株 式会 社法 の構 想』岩波書 店,平 成14年,115ペ ー

ジ。
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くにわが国の場合,重 要な視点になる。

さて,同氏は評価規定 と斜酌規定の関係について,つ ぎのように批判 している。

「平成11年 商法改正は株式会社法の評価規定 として,市 場価格ある金銭債権

等につ き時価会計 を導入 したが(… …),そ の規定ぶ りは 「時価 を付するもの

とすることを得」 という具合に任意規定の形をとっている。 しかし多 くの学説

は,企 業会計審議会が公表 した基準や意見書を公正な会計慣行 とすることで,

商法32条2項 の 「商業帳簿の作成 に関する規定の解釈については公正なる会計

慣行 を斜酌すべ し」 とのいわゆる掛酌規定を使い,公 開会社については時価会

計を強制すべ きと解 している。 しかしそ うであるならば,初 めから公開会社に

ついては時価を 「付 さなければならない」 との規定を設ければよさそうなもの

である。「公開会社 については」時価 を 「付 さなければならない」 といった規

定は作れないとの考えを前提 に,こ うした迂遠な構成がとられるのは,資 産の

評価規定は商法が規定すべ きものであるが,証 券取引法は商法とは異質の取締

法規であるとの抜 きがたい観念があったためである。そのうえで,時 価会計は

証券取引法の話ではなく,商 法固有の問題 と、して,公 開株式会社以外のすべて

の株式会社に妥当する規定の仕方をしなければならないと考え,そ のことが時

価会計規定を任意規定 としなければならないとの発想に繋がっている。そのう

えで甚斗酌規定を使って,結 局は公開会社 については時価会計は強行規定と解さ

れたのである。公開株式会社法理論は,「公開株式会社については」時価 を 「付

さなければならない」 といった規定を至極当然のこととするため,こ うした迂

遠な対応 をとる必要 はない17)。」

公開会社だけを対象 として会計基準 と商法規定を一致させることはむずか し

いようである。商法上の株式会社には公開会社のほかに中小の株式会社が含ま

れる。中小企業に 「過重な負担」を課す ことのないように,と いう附帯決議が

衆議院お よび参議院の両法務委員会でなされている18)。 したがって,公 開会

17)同 書,178-179ペ ー ジ 。

18)始 関 正 光 「平 成14年 商 法 改 正 の 概 要 」『ジ ュ リス ト』第1229号,平 成14年9月1日,

8ペ ー ジ 。
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社 と中小企業とで異なる会計基準の適用が考えられたのであろう。それにして

も,斜 酌規定を使って公開会社の資産評価規定を規制する方法は,わ か りやす

いとはいえない。

5む す び

本稿では,昭 和49年,平 成11年 および同14年 の商法改正における資産評価規

定について考察 した。この30年 間にわたる変遷 は,資 産評価規定 自体の改正 と

い うよりも,商 法による規制のあ り方が問われた展開といえよう。

商法 による規制のあり方は会計基準を単に取 り込むだけでは済 まな くなって

いる。商法による規制には限界が見えはじめたといえるかもしれない。会計基

準 と商法規定を調整するためには工夫が必要 とされた。そのひとつの方法が包

括規定であり,い まひとつの方法が委任規定であったといえよう。

会計基準はますます複雑かつ多様化 してきているため,商 法にはなお一層の

柔軟な対応が求め られることになろう。


